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第２号議案 

 

 

 平成29年９月28日付29春都政第362号 

 春日井市長付議 

 尾張都市計画生産緑地地区の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       平成29年10月20日提出 

                       春日井市市長 伊藤 太 
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尾張都市計画生産緑地地区の変更（春日井市決定） 

 

   都市計画生産緑地地区を次のように変更する｡ 

面   積 備        考 

約３２．３ｈａ  

 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

市街化区域に存する農地等のうち、公害又は災害の防止、農林漁業と調和し

た都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり､公共施設等の

敷地の用に供する土地として適している土地について、生産緑地法の本旨にの

っとり生産緑地地区を指定しているが、同法第 14 条の生産緑地地区内における

制限の解除が行われたもの及び地積更正による面積変更がされたものについて、

一部区域等を変更するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-4 

変更状況調書  春日井市決定  

生産緑地地区の一団数及び面積 

 変 更 前 増  減 変 更 後 

一 団 数 ３０７団地 －７団地 ３００団地 

面   積 約３２．９ｈａ 

(329,264 ㎡) 

約－０．６ｈａ 

(-6,567 ㎡) 

約３２．３ｈａ 

(322,697 ㎡) 

 

箇所別調書 

一 団 番 号  変更面積  理由番号  理    由 

２０３－ ９  除 外  －６９５㎡  ４－①  主たる従事者の死亡  

２１２－ ２  地積更正  －３㎡  ４－④  地積更正で変更  

２１５－ ３  除 外  －４７７㎡  ４－①  主たる従事者の故障  

２１５－ ３  除 外  －３８８㎡  ４－①  主たる従事者の死亡  

４１１－ ２  除 外  －９６１㎡  ４－①  主たる従事者の死亡  

６０３－ ４  除 外  －６３７㎡  ４－①  主たる従事者の死亡  

７０２－ １  除 外  －６４２㎡  ４－①  主たる従事者の死亡  

７０４－ ２  除 外  －９０８㎡  ４－①  主たる従事者の死亡  

８０１－３５  除 外  －１，８５６㎡  ４－①  主たる従事者の死亡  

合  計   －６，５６７㎡    

 

 


















